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研究の背景と目的
2011年3⽉11⽇に発⽣した東⽇本⼤震災における東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所（以下、

1F）の事故から10年が経過した。事故発⽣当初から、国・東電を中核として我が国が⼀丸
となり、さらには国際的な⽀援・協⼒も得た取組みにより、初期段階での緊急時対応から
冷温停⽌・復旧活動へ、その後の汚染⽔処理対策、さらには環境負荷低減・廃棄物対策な
どの１Fの安定化が達成されるとともに、現在は廃⽌措置に向けての新たな取組みのステー
ジへと進展している。

本研究は、1Fにおける原⼦⼒事故対策事例を確実に伝えていくことが、現世代の技術者
の重要な使命であるとの認識のもと、
●将来において仮に原⼦⼒事故が起こるというリスクを想定した場合にも適切な対応
がとれるように、⼟⽊⼯学としても⼗分な備えを受け継いでいくこと

●そのための基礎資料として、また次世代を担う若⼿⼟⽊技術者等への貴重な技術情
報・教訓としてのメッセージとして資すること

を⽬的とし、これまでの1Fにおける取組み全体を俯瞰して、

原⼦⼒発電所事故の放射能汚染という⼤変過酷な環境下において、⼟⽊分野の技術や⼟
⽊技術者がどのような役割を果たしてきたのかなどについて体系的な調査・取りまとめを
⾏った。
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報告書の構成(1/3）

汚染拡⼤防⽌対策は以下のように区分できる。
対策の区分
Ⅰ.汚染水処理対策
Ⅱ.環境負荷低減・廃棄物対策
Ⅲ.放射性汚染廃棄物の保管・

管理

時系列的な対策の区分
①事故初期段階の復旧活動

②3つの方針に基づく汚染水処理対策
③事故直後から継続実施している環境負荷低減・廃
棄物対策ならびに放射性汚染廃棄物の保管・管理

上記の対策について、2018年12⽉までの公開情報
の収集・体系的整理

報告書の構成
1.概説
2.事故初期段階の土木分野の復旧活動
3.汚染水処理対策、環境負荷低減・廃棄物対策
4.放射性汚染廃棄物の合理的な安定保管・管理技術
5.技術提案の公募

主な公開情報
・東京電⼒
・原⼦⼒規制委員会特
定原⼦⼒施設監視・
評価検討会

・経済産業省廃炉・汚
染⽔対策ポータルサ
イト

等のホ−ムペ−ジ
・電⼒⼟⽊
・⼟⽊施⼯

等の学協会誌
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報告書の作成に活用した公開資料（3.2汚染水処理対策(c)陸側遮水壁 の例）



福島第一原子力発電所 汚染拡大防止対策の2018年度までの取組み
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2.2.2 海域汚染拡大防止対策
(1)シルトフェンスの設置
(2)1～4号機取水路開渠南側透過防止工の補修
(3)ゼオライト土嚢の投入と循環型浄化装置の設置
(4)海底土の被覆

2.3放射性物質の飛散防止対策
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3.汚染水処理対策、環境負荷低減・廃棄物対策
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3.2汚染水処理対策
3.2.1全体計画の策定
(1)地質・水理地質構造
(2)地下水流動場の評価
(3)予防的・重層的な汚染水処理対策の検討方針

3.2.2個別の汚染水処理対策
(1)汚染水を取り除く対策
(a)海水配管トレンチの汚染水除去及び充填

(2)汚染源に水を近づけないための対策
(a)地下水バイパス
(b)サブドレン
(c)陸側遮水壁
(d)フェ－シング

(3)汚染水を漏らさないための対策
(a)水ガラスによる地盤改良
(b)海側遮水壁及び地下水ドレン
(c)タンク

3.3環境負荷低減・廃棄物対策
3.3.1汚染の拡大防止対策
(1)海底土の被覆
(2)構内排水路
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3.3.2廃棄物関連対策

(1)がれきの撤去（がれきの撤去に資する遠隔操作技術）
(2)がれきの一時保管
(3)固体廃棄物貯蔵施設の敷地造成

4.放射性廃棄物の合理的な安定保管・管理技術
4.1対象廃棄物の分類
(1)福島第一原子力発電所事故で発生した放射性廃棄物
(2)安定保管・管理の対象廃棄物

4.2がれき等の保管・管理
4.2.1目的
4.2.2概要
(1)がれき等の種類
(2)がれき等の発生量と今後の発生予測
(3)保管・管理の方法

4.2.3特徴、工夫・効果
(1)廃棄物の保管方法に関する事項
(2)がれき類の一時保管場所の津波に対する安全対策
(3)覆土式一時保管施設における工夫
(4)伐採木一時保管槽における工夫
(5)可燃性廃棄物の火災対策
(6)モニタリング

4.2.4 課題等

4.3水処理二次廃棄物の保管・管理

4.3.1目的
4.3.2概要
(1)水処理二次廃棄物の種類
(2)水処理二次廃棄物の発生量と今後の発生予測
(3)保管・管理の方法
4.3.3特徴、工夫・効果

4.3.4課題等
(1)水処理二次廃棄物一時保管のリスク低減
(2)保管施設への移行による放射線影響の低減
(3)処理・処分方策の検討
(4)モニタリングの検討

5.技術提案の公募
5.1国際廃炉研究開発機構の公募
5.2経済産業省 資源エネルギ－庁の公募

7

報告書の構成(3/3) 赤字は本日（概要報告）の紹介事項



8



2.1構内道路の健全性確認及びがれきの撤去
津波により流された重油タンク等が発電所建屋へ

のアクセスの障害となり、さらにその後の⽔素爆発
により広範囲に⾶び散ったがれきのため、原⼦炉の
冷却（冷却⽔の確保、冷却設備の設置、消防⾞やコ
ンクリ−トポンプ⾞等による冷却）を⾏うためのア
クセス（動線)の確保に⽀障をきたしていた。
地震の翌⽇からがれきの撤去を開始したが、広範

囲に⾶散した⾼濃度放射性物質に汚染されたがれき
等により、撤去作業に従事する作業員の被ばく線量
が上昇した。
このため、作業員の被ばく低減を⽬的として、有

⼈の重機に加え無⼈遠隔操作の重機による建屋周辺
のがれの撤去により、安定した原⼦炉の冷却が可能
となった。

図 2-1 津波発生直後の状況

図 2-2 がれき撤去の状況図 2-3 建屋への注水の状況
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3.2汚染水処理対策 3.2.1全体計画の策定

汚染⽔処理対策は、経済産業省の「汚染⽔処理対策委員会」の下に
設置された⼩委員会、タスクフォ−ス、サブグル−プと東京電⼒によ
って、⾬⽔や地下⽔の挙動に関する検討を踏まえた汚染⽔処理対策に
ついての精⼒的な議論が⾏われ、「東京電⼒(株)福島第⼀原⼦⼒発電
所における予防的・重層的な汚染⽔処理対策〜総合的リスクマネジメ
ントの徹底を通じて〜」とした報告書が取りまとめられ政府に提出さ
れた（平成25年12⽉10⽇）。報告書では、汚染⽔処理対策の3つの
⽅針（汚染⽔を取り除く、汚染源に⽔を近づけない、汚染⽔を漏らさ
ない）が⽰された。

汚染⽔処理対策は、この
3つの⽅針に基づいた「汚
染⽔処理対策の全体計画の
策定」や「個別の対策⼯の
設計・施⼯」は、原⼦⼒規
制委員会、汚染⽔処理対策
委員会での議論を経ながら
現場の施⼯を展開し,2018年
12⽉時点でほぼ全ての対策
⼯が完成して稼働している。

図3-9 汚染水処理対策の検討フロ－
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図1-1 汚染水処理対策委員会の検討フロ－



地質構造
福島第⼀原⼦⼒発電所の敷地を含む周辺地域の地層構成

は、地表付近の埋戻し⼟、段丘堆積物、中粒砂岩層（Ⅰ
層）、泥質部（Ⅱ層）、互層部（Ⅲ層）が分布している。
さらに下部の泥質部（Ⅳ層）の中には、2層の砂岩層（細粒
砂岩層、粗粒砂岩層）が存在する。
これらの地層は海側へ約2度で東側（海側）に傾斜し、ほ

ぼ平⾏で海域へ連続して分布する。

3.2.1全体計画の策定 (1)地質・水理地質構造

広域3次元地質構造モデルの構築
汚染⽔処理対策の検討を⾏うため、下記の⼿順によ

り地下⽔涵養域までを含めた広域地質構造モデルが構
築された。
①事故直後に実施された調査ボ−リング
②既存のボ−リング情報の収集整理・統合化による
地質構造モデルの再構築

③過去に実施された広域地表地質調査の地表露頭デ
−タと敷地内の地質構造の統合化

図3-16 広域3次元地質構造モデルの構築
12図3-13 福島第一原子力発電所の地質層序



⽔理地質構造
泥質部(Ⅱ)：敷地内にほぼ⽋落なく分布する難透⽔性の地層。

中粒砂岩層(Ⅰ層)には泥質部(Ⅱ)を⽔理的基盤とする不圧
地下⽔（⾃由地下⽔⾯）が分布する。

互層(Ⅲ層)：泥質部(Ⅱ)をキャップロックとする被圧地下⽔が
分布する。

泥質部(Ⅳ層)：30m以上の層厚をもつ難透⽔性の地層で、敷
地を含む周辺地域の⽔理的基盤となる地層である。

砂岩層（細粒砂岩、粗粒砂岩）：泥質部(Ⅳ層)には被圧地下
⽔をもつ連続性の良い細粒砂岩、粗粒砂岩が分布する。

中粒砂岩層(Ⅰ層)を流れる不圧地下⽔（⾃由地下⽔⾯）は、
敷地内の⾬⽔の浸透によるものが⽀配的であること、互層部
(Ⅲ層)を流れる被圧地下⽔は、敷地内の⾬⽔の浸透によるもの
であるが、⼀部敷地外から流⼊する地下⽔が混在しているこ
と、細粒砂岩層と粗粒砂岩層を含むより深部を流れる被圧地
下⽔は、敷地外から流⼊する地下⽔が⽀配的であることが推
定された。
このうち、汚染⽔対策を考える上では、汚染源となる⾼濃

度汚染⽔が存在するトレンチや建屋がある中粒砂岩層(Ⅰ層)の
不圧地下⽔が中⼼的な対象となり、⼀部において中粒砂岩層
(Ⅰ層)の不圧地下⽔と連絡している互層部(Ⅲ層)を流れる被圧
地下⽔にも注⽬する必要がある。

図3-18 地層構成と地下水の分布

　

地層区分 有効間隙率

地層名 水平 鉛直 （実流速換算時）

盛土 2.8E-03 2.8E-03 0.46

段丘堆積物 3.0E-03 3.0E-03 0.41 中粒砂岩層同様

沖積層 1.0E-03 1.0E-03 0.41 文献値

中粒砂岩（Ⅰ層） 3.0E-03 3.0E-03 0.41

泥質部（Ⅱ層） 1.1E-06 1.1E-06 0.54

互層（Ⅲ層） 1.0E-03 1.1E-06 0.41 異方性考慮

備考

透水係数(cm/sec)

　

地層区分 有効間隙率

地層名 水平 鉛直 （実流速換算時）

備考

透水係数(cm/sec)

泥質岩（Ⅳ層） 1.1E-06 1.1E-06 0.54

細粒砂岩 2.3E-03 2.3E-03 0.41

泥質岩（Ⅳ層） 1.1E-06 1.1E-06 0.54

粗粒砂岩 2.0E-03 2.0E-03 0.41

泥質岩（Ⅳ層） 1.1E-06 1.1E-06 0.54

表3-1 各地層の透水性
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3.2.1 全体計画の策定 (1)地質・水理地質構造



広域3次元地質構造モデルに基づいて、地下⽔流動や地下⽔の建屋への流⼊
量、地下⽔の汲上げ効果等に影響及ぼす構造物を可能な限り正確に反映した3
次元地下⽔解析流動モデルを構築した。
3次元地下⽔解析流動モデルによる定常浸透流解析では、地下⽔位の実測

データがある程度良好に再現されていること、さらに、事故前・後の建屋周囲
のサブドレンからの地下⽔の汲上げ量も、⽐較的良い対応関係が⾒られた。
また、解析モデル、解析条件のチェックを⽇本原⼦⼒研究開発機構（JAEA）

に依頼し、その結果、解析モデル、解析条件は概ね妥当と判断された。このた
め、この解析モデル、解析条件を⽤いた地下⽔流動解析結果は、実施すべき対
策やその効果等を検討する上で有効と判断し、以降の汚染⽔処理対策の諸検討
に⽤いられた。
なお、逐次取得される地質・⽔理情報や地下⽔流動に影響を及ぼす地中埋設

物、さらに対策⼯の詳細な情報などを継続的に地質構造モデル、地下⽔流動解
析モデルに反映するモデルの更新を継続して実施している。

図3-21 解析モデルの鳥瞰図

図3-22 地下水位の実測データと解析値の比較

図3-23 JAEAによるチェック
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3.2.1全体計画の策定 (2)地下水流動場の評価



汚染⽔処理対策は、汚染⽔を「取り除く」、汚染源に⽔を「近づけない」、
汚染⽔を「漏らさない」の3つ対策に⼤別できる。
(a)汚染⽔を「取り除く」対策
建屋海側トレンチ内の⾼濃度汚染⽔の汲上げ・閉塞

(b)汚染源に⽔を「近づけない」対策、汚染⽔を「漏らさない」対策（地下⽔流
動に影響を及ぼすもの）
地下⽔流動解析モデルを⽤いて各対策を個別・組合せで実施した場合の効果

を把握し、予防的・重層的対策の観点からの解析により、地下⽔バイパス、海
側遮⽔壁・地下⽔ドレン（護岸付近の揚⽔施設）サブドレン、陸側遮⽔壁が完
全に機能すれば、地下⽔の建屋への
流⼊量を相当程度軽減できること、
また、広域的なフェーシングによる
表⾯遮⽔の効果は⼤きいことが確認
された。
(c)汚染⽔を「漏らさない」対策
溶接型タンクへのリプレ−ス、タ

ンクエリアの堰のかさ上げ、排⽔路
の暗渠化、排⽔⼝の港湾内へのルー
ト変更、建屋の防⽔性向上
(d)汚染⽔を「漏らさない」対策
（タンク容量の確保）
溶接型タンクの増設

3.2.1 全体計画の策定 (3)予防的・重層的な汚染水処理対策の検討方針

表3-4 廃炉・汚染水問題の追加対策

表3-3 解析ケ－ス、解析結果(定常計算)
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凍⼟⽅式による陸側遮⽔壁の概要
凍⼟⽅式による陸側遮⽔壁は、建屋周りを凍⼟による遮⽔壁で取り

囲み、また、海側遮⽔壁と接続させることにより、⼭側から海側へ流
れる地下⽔を迂回させて建屋に近づけないことで汚染⽔を低減させる。

図3-53 陸側遮水壁の造成と地下水流れのイメ－ジ

表3-8 陸側遮水壁の主要設備

図3-55 凍結管の構造断面

図3-56 陸側遮水壁の設備配置図 17

3.2.2個別の汚染水処理対策 (2)汚染水源に水を近づけないための対策
(C)陸側遮水壁



(c)陸側遮水壁 凍土方式による陸側遮水壁採用の経緯

評価結果
応募のあった対策⼯のうち、凍⼟壁は既設構造物を取

り壊さず、また、地下⽔の凍結で遮⽔性の⾼い壁の構築
が可能なため、他の⽅法に⽐べ要件に対する優位性があ
ると判断され、第3回汚染⽔処理対策委員会（平成25年5
⽉30⽇）において「遮⽔効果、施⼯性等に優れる凍⼟⽅
式」による陸側遮⽔壁が採⽤された。

汚染⽔処理対策委員会は、廃炉対策推進会議（第3回、
平成25年4⽉19⽇）の議⻑（経済産業⼤⾂）の指⽰によ
り、建屋への地下⽔流⼊抑制の具体的な⽅策についての
公募を⾏い、陸側遮⽔壁に求められる要件に基づいた評
価を⾏った。

①遮⽔能⼒が⾼く、地下⽔の流⼊抑制効果が⾼いこと
・地下⽔流⼊量の抑制効果が⾼いことが望ましく、透⽔性は⼩さいほど
よい。

・地震などによって遮⽔壁に⻲裂⼊が発⽣した場合でも、遮⽔機能の低
下が起こりにくいほどよい。

②施⼯期間の短さ、施⼯可能性の⾼さ、遮⽔壁で囲い込
む範囲を狭くできること

・⾼線量下での作業のため、⼯期の短さや施⼯可能性が⾼いこと。
・地下埋設物の存在があっても施⼯可能であること。
・周辺へ汚染⽔を流出させない施⼯⽅式が好ましい。
・取扱う地下⽔の総量が少なく、地下⽔⽔管理を容易とするため、囲い
込む範囲が狭いことが好ましい。

・発⽣する残⼟が少ないことが好ましい。
③既設の埋設構造物に⼤きな影響をあたえないこと
④完成後の地下⽔位管理が⽐較的容易であること
⑤完成後の補修等の管理が⽐較的容易であること

表3-10 陸側遮水壁の工法の比較
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大項目 小項目

①凍土の効果，被ばくを考慮した施工範囲等
・解析（地下水流動解析，熱・水連成解析）による施工範囲
　等の検討
・放射線防護設備の検討

②凍土壁に支障のある埋設物の調査・評価

・施工・竣工図等に基づいた凍土壁ルート下の埋設物の位置・
　深度，形状・規模の確認
・設計・施工への影響評価
・補助工法や埋設物内の汚染水漏洩に対する対策検討

③リチャージシステムの効果の評価
・解析（地下水流動解析）によるリチャ－ジ効果の検討
・実証試験（現地小規模凍結試験）で確認

④遮水壁内地下水量処理策の検討
・解析（地下水流動解析）により凍結順序（山側先行施工と
  山海側同時施工）などによる建屋周辺地下水位の低下検討

⑤遮水効果・滞留水のアウトリークの可能性について
　の評価

・遮水効果を実証試験（現地小規模凍結試験）で確認
・解析（地下水流動解析）によるアウトリークの可能性
  ならびに最適な施工順序の検討

⑥各建屋への流入量の把握・評価 ・解析（地下水流動解析）による検討

①下部透水層の地下水の影響評価

②難透水層（泥岩層）の遮水性確保の検討

③互層の地下水への汚染の拡大防止検討 ・施工方法の検討

①凍土壁施工に関する基礎データの取得 ・実証試験（現地小規模結試験）で取得

②凍土壁に支障のある埋設物の調査・評価

・施工・竣工図等に基づいた凍土壁ルート下の埋設物の位置，
　深度，形状，規模の確認
・設計・施工への影響評価
・補助工法，埋設物内の汚染水漏洩対策の検討

③埋設物による影響の評価

・解析（地下水流動解析，熱・水連成解析）による凍結範囲
　の検討
・実証試験（モックアップ試験）での検討
・補助工法や埋設物内の汚染水漏洩対策の検討

④埋設物横断部での施工方法の検討
・実証試験（現地小規模凍結試験）で検討
・補助工法や埋設物内の汚染水漏洩の対策を検討

4.地下水流速の速い箇所で
　の凍土の成立性

①補助工法適用（薬液注入工法など）も含めた
  施工方法の検証

・解析（地下水流動解析，熱・水連成解析）による検討
・実証試験（モックアップ試験）で検討
・地下水流速の速い箇所が極力発生しない施工順序の検討

・凍土遮水壁の造成手順
・凍土遮水壁の造成・維持に関する
　モニタリング基本方針
・未凍結箇所における補助工法

①フェーシングの支障物の把握 ・現地確認による支障物の把握

②フェーシングの効果の評価 ・解析（地下水流動解析）による検討

③干渉する工事の抽出・影響の評価、緩和策 ・干渉する工事の抽出・影響の評価、緩和策の検討

6.凍土遮水壁形成の確認 ①凍土遮水壁形成の確認方法の検討
・データ管理システムの検討
・実証試験（現地小規模結試験）等で検討

・凍土遮水壁の造成・維持に関する
　モニタリング基本方針，モニタリ
　ングシステム(地中温度，地下水位）
・デ－タ管理システム

①遮水壁設置時の地下水位低下速度の評価 ・解析（地下水流動解析）による検討

②建屋内滞留水に併せた滞留水の移送・タンク
  増設の検討

・解析（地下水流動解析）による建屋流入量の検討
・移送設備，タンク増設の検討

③凍結順序の違いによる地下水位低下の評価 ・解析（地下水流動解析）による検討

①リチャージによる地下水位コントロールの予測 ・解析（地下水流動解析）による検討

②リチャージシステムの設計 ・データ管理システムの検討

③現場試験による成立性の検証 ・実証試験（現地小規模凍結試験）で確認

9.ロードマップへの影響
　の緩和

①干渉する工事の抽出、影響の評価緩和の検討
・他工事との綿密な工程調整や地上構造物の調査の徹底
・補助工法を含めた施工方法の検討

・凍土壁ライン・凍結プラント基本配置
・施工工程

①凍結膨張による周囲構造物への影響検討
・解析（地盤沈下，建屋の支持基盤等への影響など）
  による検討
・実証試験で確認

②解凍後の地盤の不安定性の検討 ・実証試験(現地小規模凍結試験）で確認

①作業員、資機材（冷凍機など）の確保 ・施工工程に基づいた作業員、資機材の確保

②施工品質の確保 ・データ管理システム

③被ばくを考慮した施工範囲の検討 ・放射線防護設備

④津波等を考慮した冷却プラント等のヤード確保 ・津波襲来時を考慮したプラント配置

①長期運用のための電機設備監視システムの検討
・設備，機器等の仕様検討
・点検，補修計画の検討
・データ管理システムの検討

②長期運用、災害対応に適した電機設備の検討
・凍結プラント等の基本配置
・災害時対応策の検討

・凍土壁ライン・凍結プラント基本配置
・凍土遮水壁の造成手順
・凍土壁造成，維持に関するモニタリン
　グ基本方針
・デ－タ管理システム
・凍土周辺の既設構造物に対する影響
　の緩和方策

他プロジェク
トおよび既設
備との干渉
の緩和

施工性

・フェ－シング計画
・凍土遮水壁設置後の地下水位
　管理の基本方針

1.遮水壁の範囲，位置（ライ
　ン），凍結管 のピッチ等の
　基本検討

11.施工計画の成立性

・凍土遮水壁設置後の地下水位
　管理の基本方針
・デ－タ管理システム

・事業工程
・施工計画
・凍土壁ライン，凍結プラント等の
　基本仕様，基本配置

・凍土壁ライン，凍結プラント等の基本
　仕様，基本配置
・長期運用における保守管理

10.凍土周辺の既設構造物に
　対する影響の緩和(凍結
　など）

12.長期運用における保守
　管理

・凍土壁ライン・凍結プラント基本配置
・補助工法を含めた埋設干渉箇所の
　施工計画
・凍土遮水壁の造成手順

建屋滞留水
の漏洩防止

青字：解析による検討　　　赤字：実証試験による確認・検討

検討項目

・凍土壁ライン，凍結プラント等の基本
  仕様、基本配置
・凍土遮水壁の造成手順
・凍土遮水壁設置後の地下水位
　管理の基本方針

・解析（地下水流動解析，熱・水連成解析）によるリスクと
  効果を踏まえた最適な深度の検討
・難透水層の遮水性を実証試験（現地小規模凍結試験）
  で確認

3.既設埋設物干渉箇所で
  の凍土の成立性

5.フェーシング（降雨浸入防止
　対策)の成立性

保守管理

内 容 設計等への反映

地下水流入
抑制対策

7.建屋周辺地下水位の低下
　に併せた建屋内水位の低下

・凍土遮水壁設置後の地下水位
　管理の基本方針
・凍土遮水壁の造成手順
・移送設備，タンク増設計画

8.建屋周辺地下水の低下によ
　る建屋内滞留水の漏えい
　の防止

2.遮水壁の深度

検討事項

・凍土壁の深度
・施工方法

表3-12 陸側遮水壁の主な設計検討事項

主な設計検討事項は表 3‐ 12のとおり。また、原⼦⼒規制委員会
特定原⼦⼒施設監視・評価検討会、汚染⽔処理対策委員会、陸側
遮⽔壁タスクフォ−ス等で個別の技術課題や設計検討、⼯事の進
捗管理、凍⼟壁の効果などが検討された（表 3‐ 13）。
陸側遮⽔壁を⽀える技術としては、実証試験の評価、凍⼟の成

⽴性評価、凍⼟壁ライン・深度や凍結プラント等の基本仕様、リ
チャ−ジウェル（注⽔井）の成⽴性や設備設計、削孔や凍結順序
などの造成⼿順、運⽤⽅法（⽔位管理）の設定などを⾏う上で⽤
いた解析技術（地下⽔流動解析、凍結解析(熱・⽔連成解析))等の
他、以下の4つの実証試験により技術的な課題の解決を図った。

図3-58 4つの実証試験
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(c)陸側遮水壁 陸側遮水壁の設計検討



表 3- 13 原子力規制委員会、汚染水処理対策委員会、陸側遮水壁タスクフォ－スでの審議事項（2018年12月20日現在）
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①施⼯⼿順
②埋設物への対応

凍⼟ラインには約170箇所の⼤⼩の埋
設物横断箇所が分布。埋設物の⼤きさ・
形状、深度、隣接埋設管との位置・間
隔、溜まり⽔の状況などにより施⼯⽅
法を変更して凍⼟壁の造成を⾏っている。

③被ばく低減対策
・作業時間は施⼯箇所の空間線量に応じ
て1⽇あたり3〜4時間

・除染（がれき撤去、汚染⼟壌の除去）
や遮へい物（砕⽯、敷き鉄板、コンク
リート・鉄板・鉛フェンス）の設置な
どの被ばく低減対策

・ブライン配管周りの断熱材や保護鋼板
などは、プレキャスト材を多⽤する⼯
夫により作業時間の短縮が図られた。

図3-59 陸側遮水壁の施工手順

表3-14 埋設物への対応方法

図3-61 被ばく低減対策の効果

図3-62 被ばく低減対策
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(c)陸側遮水壁 陸側遮水壁の施工



陸側遮⽔壁内側の⽔位管理は、建屋滞留⽔の周辺地盤への
漏えいを発⽣させないことを絶対条件として、陸側遮⽔壁内
側の地下⽔位のコントロ−ルは、サブドレン（地下⽔の汲上
げ、42孔）とリチャ−ジウェル（注⼊井、 33孔）で⾏われ
た。
地下⽔位の監視は、既存の観測孔を含め不圧地下⽔で69孔、

被圧地下⽔で53孔の観測孔が配置された。
⽔位管理は、サブドレン・地下⽔ドレンの稼働と海側遮⽔

壁の閉合を⾏う条件で、建屋⽔位に対する建屋周辺の地下⽔
位の変化、建屋流⼊量やサブドレンの汲上げ量の変化などの
シミュレ−ション結果に基づいたシナリオを設定して、具体
的な⽔位管理⽅法を定めている。

図3-64 水位管理の基本方針

図3-65 サブドレン、リチャ－ジウェル（注入井）、地下水位観測孔配置図

表 3-16 水位管理の基本シナリオ
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(c)陸側遮水壁 凍結開始後の水位管理



対策実施前：約400m3／日
陸側遮水壁閉合前：約190m3／日
凍結開始後：約90m3／日

実測値及び実測値の分析により陸側遮⽔壁の評価が⾏われた。

図 3-67 凍結状況（掘削調査、2018年3月）

図 3-68 陸側遮水壁内外の地下水位分布の推移

図 3-69 陸側遮水壁内外の地下水位分布（2018年3月）

図 3-73 建屋への雨水・地下水流入量 図 3-74 水収支による陸側遮水壁内側への地下水供給量の評価

・陸側遮水壁内側への地下水等の供給量（F）は、約830m³／日から約390m³／日に低減
・陸側遮水壁海側への地下水等の移動量（C）は、約350m³／日から約60m³／日に低減

表 3-18 実測値に基づく評価項目

陸側遮水壁単体の効果は、3次元浸透流解析により陸側遮水壁が
ない場合のシミュレ－ションを行い、実測値との差分を陸側遮水壁
単体の効果として評価した。解析結果からは、建屋への雨水・地下
水流入量、サブドレン・T.P.+2.5m盤の汲上げ量は、合計が566m3/
日低減したものと評価。

図 3-75 陸側遮水壁単体の効果の推定
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(c)陸側遮水壁 陸側遮水壁の効果
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①構造
自立式鋼管矢板

・鋼管径：1,000mm、1,200mm
・長さ：約21～26m（地中部は約14～17m）

継⼿
・漏⽔防⽌ゴム付P−T型
・透⽔係数1.0E‐06cm/sec以下
・変形追従性能保有

②施⼯
先⾏掘削により互層（Ⅲ層）までの地盤をほぐした後、バイブ

ロハンマ−の打撃により鋼管を設置。下端部は難透⽔層の泥質部
に打撃により数m程度の根⼊を⾏う。
継⼿処理は、カメラによる健全性の確認後、無収縮モルタルを

注⼊する。

海側遮⽔壁、及び地下⽔ドレンは、汚染⽔の
流出経路となる透⽔層に鋼管⽮板の連続壁を設
置して海域への汚染⽔の流出を防⽌するととも
に、海側遮⽔壁により堰上がる地下⽔を地下⽔
ドレンで汲上げる設備。

図 3-95 海側遮水壁の平面形状と地質断面図

図 3-93 海側遮水壁のイメ－ジ

図 3-96 鋼管矢板

図 3-97 漏水防止ゴム付P－T型継ぎ手

図 3-98 鋼管杭の打設施工手順
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3.2.2個別の汚染水処理対策 (3)汚染水を漏らさないための対策
(b)海側遮水壁及び地下水ドレン



海側遮⽔壁の閉合は2015年9⽉19⽇から開始され、10
⽉26⽇に継⼿処理が完了した。閉合作業に伴い、港湾
内の放射性物質濃度は⼤幅に低下した。

(b) 海側遮水壁及び地下水ドレン 遮水壁の閉合手順と効果

海側遮⽔壁が完成した場合、建屋周辺の地下⽔が堰上
がり建屋流⼊量の増加、また、地表⾯まで地下⽔位が上
昇した場合は、汚染⽔の越流による海洋汚染の拡⼤も考
えられた。このため、海側遮⽔壁の⼀部区間を開放状態
とし、建屋周辺の地下⽔位をコントロ−ルするサブドレ
ンと汚染⽔の移送・浄化設備の本格稼働に合わせて海側
遮⽔壁の閉合を⾏う⼿順とした。

図 3-101 未施工区間の閉合手順と施工状況

図 3-100 海側遮水壁の未施工区間

図 3-102 港湾内海水中の放射性物質濃度の推移
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まとめ （おわりに）

事故発⽣当初からの緊急時対応と復旧活動、汚染⽔処理や環境負荷・廃棄物対策などの様々な取り
組みのほとんどにおいて⼟⽊技術は関わってきており、多くの⼟⽊技術者がそれぞれの場⾯で創意・
⼯夫と苦労を重ねて貢献した。広範に実施された各種対策技術がどのようなものであったかというこ
とを、本調査報告書では、公開資料に基づいて時系列的な流れも考慮して体系的な整理を⾏った。

福島第⼀原⼦⼒発電所の事故対策で⽤いられた⼟⽊技術は、今までにない⾰新的な技術の適⽤例は
少なく従来技術の展開で実施された。しかし、⾼線量下、さらに時間的な制約などの厳しい条件の下
で実施された調査・設計検討、施⼯における様々な⼯夫、確実な品質管理、放射線防護対策や熱中症
対策を含めた安全対策など、従来の⼟⽊⼯事とは⼤きく異な
った活動が⾏われた。その結果、中期ロードマップで⽰され
汚染⽔発⽣量の低減⽬標（2020年内に汚染⽔発⽣量を150m3/
⽇程度に抑制）を達成し、現在は新たな⽬標（2025年内に汚
染⽔発⽣量を100m3/⽇程度に抑制）を⽬指している。

原⼦⼒事故という過酷な状況下において、国や東電、ある
いは原⼦⼒防災等の専⾨家の⽅々とともに、多くの⼟⽊技術
者もまた、縁の下の⼒持ち的な役割を果たしてきたことを技
術者や⼀般の⽅々にも改めて知っていただくとともに、将来
への貴重な資料、あるいは教訓として若い世代の技術者の皆
さんに広く知っていただければ幸いである。

図3-4 高線量下（Yzone）での作業状況 27
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2020年末には中期ロードマップの汚染水発生量の
低減目標（150m3/日程度に抑制）を達成

廃炉・汚染⽔対策チーム会合／事務局会議(2021)：廃炉・汚染⽔対策の概要，2021年1⽉28⽇ に加筆
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ご清聴ありがとうございました


